
 

　第１９回定期委員会は１１月３日、新橋交通ビルに於いて
２００５年賃金・手当（夏・年末）、効率化「合理化」等の
総括と向こう一年間の闘いを提起し、活発な議論を通して意
思統一を図った。

　委員会は斎藤（勝）副
議長の司会で始まり、役
員８名中８名、委員２２
名中２２名の出席を確認
し、委員会の成立宣言を
行い、委員会議長に大石
委員（東京）を選出し、
議事にはいった。奥村議
長の挨拶から始まり、来

賓に東日本本部高野書記長、全国貨物協中曽根副議長、東
北貨物協岩井事務長から経過と当面する闘いの提起をいただ
き、町田事務長より経過報告・活動方針（案）について一括
提案し、１０名の地方委員からの発言を受け、議長集約して
闘う一年間の方針が採択された。
　小泉副議長より委員会宣言が提起され承認された。最後に
寺島副議長から、今日の提起された方針に基づき、６地方貨
物協が一丸となって０７春闘、「反合」、労働条件の改善に向
けて闘いの組織化を図ることを訴える閉会の挨拶があり、委
員会が成功裏に終了した。
新役員　議　長　奥村　博 ( 新鶴見機八王子派 )
　　　　事務長　吉田　秋雄 ( 新座タ駅 )
副議長は地方定期委員会で選出

　第１６回定期委員会は１１月１９日、盛岡国労会館に於
いて２００５年賃金・手当（夏・年末）、効率化「合理化」
等の総括と向こう一年間の闘いを提起し、活発な議論を通
して意思統一を図った。
　委員会は大越幹事の司会で始まり、役員１１名中９名、
委員１４名中１４
名 の 出 席 を 確 認
し、委員会の成立
宣言を行い、委員
会議長に熊田委員

（福島）を選出し、
議事にはいった。
木村議長の挨拶か
ら始まり、来賓に東北協議会高橋議長、全国貨物協笠井事
務長、東日本本部貨物担当町田特執から経過と当面する闘
いの提起をいただき、上山副議長より経過報告・活動方針

（案）について一括提案し、９名の地方委員からの発言を受
け、議長集約して闘う一年間の方針が採択された。
　最後に笹島副議長から、今日の提起された方針に基づき、
３地方貨物協が一丸となって０７春闘、「反合」、労働条件
の改善に向けて闘いの組織化を図ることを訴える閉会の挨
拶があり、委員会が成功裏に終了した。
新役員　議　長　木村　昭光 ( 仙台総鉄部 )
      　副議長　上山　仁志（八戸臨海（出向 )）
　　　　　〃　　笹島　岩秋 ( 秋田総鉄部 )
    　 事務長　岩井　幸二 ( 仙台総鉄部 )

  国鉄の「分割・民営化」から２０年を迎えた昨年は、三島・貨物会社に対する税制支援措置、経営
安定基金の運用益の問題など、いわゆる「平成１９年問題」が大きく議論されました。
　税制措置による貨物会社への支援策は昨年度の経常利益にも匹敵し、関係者の全面的な支援により

「５年間の延長措置」が図られたことは大きな成果です。
　しかし、貨物会社の経営計画の骨子である「ニュ－ストリ－ム２００７」計画の最終年度を迎える
にあたり、会社はこの間、構造矛盾の解消に目を向けることなく、賃金抑制 ( ７年連続ベア・ゼロ )
と人員削減 ( 発足時１２, ００５人が１７年度７, ７３４人で４２７１人減 ) によって経営危機を乗り
切ろうとしています。
　経営は５年連続経常利益を確保したにもかかわらず、「経営基盤の強化」を最優先させ、現場労働
者の労苦に報いようとしていません。人員削減・コストの切り下げを一層、推し進めようとしていま
す。今年こそベアの獲得、生活・労働条件改善を実現しなければなりません。
　昨年１１月１３日、中央労働委員会で争われていた「期末手当２％増額差別事件」、「北陸昇進差別
事件」について命令が交付されました。貨物会社は双方の「事件」について、命令を不服として東京
地裁に提訴し、司法の場で争われることになりました。
　今号は昨年開催された貨物関東・東北協議会の委員会報告を（貨物協議会としての）始めとした
貨物特集号としました。旅客・貨物一体で当面する諸課題に傾注しよう！！



　貨物会社の中労委再審査申し立てに棄却の命令
貨物会社は中労委命令を守り、直ちに履行し、一切の組合差
別を止めること
　２００１年度、夏季・年末手当の支給時に、就業規則にな
い「勤務成績が優良な社員」に対して２%支給に組合別差別
があったとして、東京都労働委員会 ( ２００２年５月２０日 )
に救済措置の申し立てから約５年が経過する中、２００６年
１１月１３日、中央労働委員会は、貨物会社が「２%差別事
件」の東京都労働委員会の命令を不服とし、中労委に再審査
申立てを行なっていた「中労委２%事件」について、「本件
再審査申立てを棄却する」との命令書を交付した。
　命令書は、初審の東京と労働委員会が認定した事実をほぼ
踏襲し、不当労働行為の成否について、①、本件格差の存在
には合理的な理由が見出せないこと。②、本件格差が協約不
締結を決定的な理由として生じたものとはいえない。③、国
労が協定の締結に至らなかったことには相応の理由があると
いえること。④、会社は、国労を好ましからぬ組織と考え
ていたことが推認されることを併せ考えると、「本件格差は、

会社が、国労及びそれに所属する国労組合員を貨物労組合員
と差別して取り扱った結果によるとみるのが妥当であり、本
件増額は、所属組合による差別によって国労の弱体化を企図
したものとして、労働組合法第７条第３項の不当労働行為に
該当する」と会社側の再審査申立てを断罪した。
　しかし、会社は中央労働委員会の命令に対して、２００６
年１２月１２日、不服として東京都地方裁判所へ訴訟を行っ
た。
　＜申し立て等の経過＞
東京都労働委員会申立て（国労）　２００２年５月２０日…
命令交付２００５年５月１１日
中央労働委員会申立て（国労）　　 ２００５年５月２５日…
同　取り下げ２００５年６月２２日
東京地方裁判所訴訟（国労）　　　 ２００５年６月　３日…
同　棄却　 　２００６年２月　９日
中央労働委員会再審査申立て（会社）２００５年５月２３日
…２００６年１１月１３日棄却命令
東京地方裁判所訴訟 ( 会社 ) ２００６年１２月１２日

　ＪＲ貨物会社においては、自前の線路が無く、分割・民営
化で老朽設備を引き継いだため、安全投資と積極的な営業施
策に限界が生じています。
　このような中にあって、環境・エネルギ－問題への対応は
社会的課題となっており、国及び国土交通省に於いてもＣＯ
２削減における運輸部門において、鉄道輸送の大きな役割を
果たすことを求めています。
　２００７年４月１日には、分割・民営化から２０年を迎え、
また、２００６年度末には、民法 604 条に基づく貸借権存続
期間の更新期ともなっています。また、ＪＲ貨物会社に対す
る固定資産税の減免措置や経営安定基金運用益の鉄道建設・
運輸施設整備支援機構を介しての一部「支援措置」も終了期
にあたります。
　鉄道貨物輸送の充実・発展と安全輸送の確保を一体的に推
し進めるには、ＪＲ貨物会社の一層の努力と同時に、行政の
支援は必要不可欠であり、以下の点について、その実現を

目指していかな
ければなりませ
ん。
＜政府に対する
要請＞
①、インフラの
整備と輸送力強
化
トラック輸送と
競 争 す る に は、
荷主の要請に見
合った輸送設備
の 改 良、 増 設、
と鉄道施設等の
近代化を初め輸
送力の増強に不
可欠なインフラ
整備を一層積極
的に進めて行く

必要性。
②、全国ネットワ－クの維持とダイヤ編成。
　全国ネットワ－クの維持には、旅客各社・地方交通線のう
ち、第三セクタ－鉄道や整備新幹線開業に伴う経営分離路線
の取扱にも適切に対応する必要性。
　ダイヤ調整について、対等・平等な関係を前提に旅客会社
との間で設定の優先度に関する協定、運転整理の優先順位等
が定められている。現実は旅客優先であり、災害・事故発生
における「運転再開ル－ル」についても同様の扱とされてい
ます。
　ダイヤ編成における旅客会社との間の調整の適正化には、
国が厳正な基準を設定するなど積極的な関与が不可欠です。
③、適切な線路使用料の設定 ( アボイダルコスト )
　線路使用料の設定はＪＲ貨物の経営を左右する大きな要素
であることから「アボイダルコスト」方式を基本的に継承す
る必要があります。線路使用料の決定はＪＲ旅客会社等との
協議方式から法的根拠に基づく方法に転化することが望まし
い。また協定の効力については、民法第６０４号条の適用か
ら除外することを求めています。（参考：１７年度線路使用
料１４１億円）
④、長期債務の軽減及び税制上の優遇措置
　旧国鉄債務の返済等のためにＪＲ貨物が負った長期債務は
944 億円だったが、１７年度 1491 億円となり、今後の設備
投資と合算すればさらに拡大して 2400 億円に達する。その
ためには借入金等の低利借換えが必要であり、併せて、国に
よる利子補給等の特例措置を求めています。
　また、固定資産税等（旧国鉄から引継いだ資産の軽減措置、
2003 年度は経営利益の７８％）の必要性。
⑤、鉄道災害復旧・防止事業等への支援
　鉄道災害は、経営基盤が軟弱なＪＲ貨物にとっては深刻で
あり、鉄道・公共輸送ネットワ－クの維持と早期夕な回復と
いう観点からも公共性の高い課題です。鉄道軌道整備法に基
づく鉄道災害復旧費補助制度をＪＲ貨物にも活用しやすいも
のに改めとともに、「予算の範囲内」ではない義務的補助金
として明示することを求めている。


